
中間市
パンジー、コスモス
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　本事業では、駅の周辺地区に代表される都市機能が集積しており浸水実績がある地区、床上浸水被害が
発生した地区、河川と下水道等が集中的な対策を実施するため共同して計画を策定した地区、内水浸水に
より一定規模の浸水が想定される地区等の浸水被害の軽減・最小化及び解消を目的として、再度災害防止
や事前防災・減災の観点等から、他事業と連携した流出抑制施策やハード対策に加えて地域住民等による
自助取組の促進策及び効果的に自助取組を導くためのソフト対策を組み合わせた浸水対策を実施すること
により、浸水に対する安全度を早急に高め、安心して都市活動ができるようにすることを目的としている。
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　近年､全国の都市において内水被害が頻発しており､市民生活や経済活動への甚大な影響が発生してい
ることから､下水道による大規模な再度災害防止対策や河川事業と連携した内水対策を計画的 ･ 集中的に
支援するための個別補助事業として､令和元年度に｢下水道床上浸水対策事業｣及び｢事業間連携下水道
事業｣が創設された。
　｢下水道床上浸水対策事業｣では､駅の周辺地区に代表される浸水被害リスクが高い都市機能集積地区
における下水道による浸水対策を､｢事業間連携下水道事業｣では､内水浸水の実績がある地区､内水による
重要施設の被害が想定される地区において河川事業と一体的に下水道による浸水対策をそれぞれ概ね５
年で計画的 ･ 集中的に実施することにより､浸水に対する安全度を早急に高めることを目的としている。
　また､令和2年度からは､計画的な施設整備や適切な機能確保を図るため､雨水処理を担う大規模な下水
道施設の設置又は改築を集中的に支援する｢大規模雨水処理施設整備事業｣が創設され､個別補助制度に
よる支援が強化された。

　雨水貯留浸透施設を設置することで、貯めた雨水の有効活用ができたり、又、雨水を地中に浸透させるこ
とで、雨水流出抑制に効果がある。
　個人住宅等に設置する貯留タンクや雨水浸透ます等の施設に対して、地方公共団体が住民等に設置費
用を助成する場合、国が地方公共団体に対して支援を実施。（新世代下水道支援事業）
　県内では4つの市で助成制度を設けている。
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　　○○浸浸水水対対策策にに係係るる個個別別補補助助事事業業

◇◇  福福岡岡県県内内市市町町のの浸浸水水対対策策にに係係るる個個別別補補助助事事業業実実績績（（政政令令市市をを除除くく））

事業名 自治体名 実施箇所 事業概要
開始
年度

完了
年度

大規模雨水処理
施設整備事業

行橋市
東部

ポンプ場

・雨水ポンプ場の建替
　　　排除面積96ha
　　　排水能力478m3/分

R2 R10

大規模雨水処理施
設整備事業

久留米市 筒川排水区

排水面積　約514ha

・排水ポンプ場

　 計画放流量34m
3
/s

 （既存放流量28m
3
/s）

・放水路、排水機場

・バイパス水路整備

・雨水貯留施設

Ｒ4 Ｒ12

下水道床上浸水対
策事業

久留米市
金丸川・池

町川
流域内地区

排水面積　約98ha

・雨水幹線

　 金丸５号　590m

　 京町　　　580m

・ポンプ設備(金丸５号)

　 排水能力　1m
3
/s

・ゲートポンプ

　 排水能力　1m
3
/s

・逆流防止ゲート　3箇所

Ｒ4 Ｒ8

下水道床上浸水対
策事業

久留米市
下弓削川・

江川
流域内地区

排水面積　約56ha

・雨水貯留施設

　 久留米大学 21,800m
3

　 御幣島公園   4,800m
3

・フラップゲート　3箇所

Ｒ4 Ｒ5

大規模雨水処理施
設整備事業

大牟田市
中部排水区

合流管渠の改築　N=1式 Ｒ6 Ｒ10

　　○○雨雨水水浸浸透透施施設設設設置置にに対対すするる助助成成制制度度ににつついいてて

当該地区では、令和元年７月豪雨により、甚大な内水浸水被害が発生した。
排水ポンプ場の増設等を行い、令和元年7月豪雨と同規模の降雨
（90mm/h）に対して浸水被害の軽減を図るもの。

　近年、全国の都市において内水被害が頻発しており、市民生活や経済活動への甚大な影響が発生しているこ
とから、下水道による大規模な再度災害防止対策や河川事業と連携した内水対策を計画的・集中的に支援する
ための個別補助事業として、令和元年度に「下水道床上浸水対策事業」及び「事業間連携下水道事業」が創設
された。
　「下水道床上浸水対策事業」では、駅の周辺地区に代表される浸水被害リスクが高い都市機能集積地区にお
ける下水道による浸水対策を、「事業間連携下水道事業」では、内水浸水の実績がある地区、内水による重要
施設の被害が想定される地区において河川事業と一体的に下水道による浸水対策をそれぞれ概ね５年で計画
的・集中的に実施することにより、浸水に対する安全度を早急に高めることを目的としている。
　また、令和２年度からは、計画的な施設整備や適切な機能確保を図るため、雨水処理を担う大規模な下水道
施設の設置又は改築を集中的に支援する「大規模雨水処理施設整備事業」が創設され、個別補助制度による支
援が強化された。

概  要

供用開始から45年が経過し施設の老朽化が進行している雨水ポンプ場につい
て、適切な雨水排水機能を確保し、引き続き浸水被害の防止を図るため、建
替を行うもの。

当該地区では、平成30年７月豪雨により、甚大な内水浸水被害が発生した。
雨水幹線等の整備を行い、66.4mm/hの降雨に対して浸水被害の軽減を図る
もの。

当該地区では、平成30年７月豪雨により、甚大な内水浸水被害が発生した。
雨水貯留施設の整備等を行い、66.4mm/hの降雨に対して浸水被害の軽減を
図るもの。

下水道整備に着手して60年以上が経過しており、早期に整備した合流管渠の
幹線や枝線の雨水排水施設の老朽化が進行しており、老朽化に伴う道路陥没
を未然に防止し、適切な機能確保を図り浸水被害を防止と、集中的な雨水排
水施設の改築を図るもの。

 雨水貯留浸透施設を設置することで、貯めた雨水の有効活用ができたり、又、雨水を地中に浸透させること
で、雨水流出抑制に効果がある。
 個人住宅等に設置する貯留タンクや雨水浸透ます等の施設に対して、地方公共団体が住民等に設置費用を助成
する場合、国が地方公共団体に対して支援を実施。（新世代下水道支援事業）
 県内では4つの市で助成制度を設けている。

福福岡岡市市

助助成成内内容容

筑筑紫紫野野市市

助助成成のの対対象象 ○雨水貯留タンク

○雨水貯留タンクの購入価格の1/2
（ただし上限30,000円）

市市町町村村名名

○雨水貯留タンク
○雨水浸透施設

久久留留米米市市

○雨水貯留タンク

○購入価格と設置費用の合計額の1/2
（ただし上限30,000円）

○雨水貯留タンク購入代金の1/2を助成
　上限15,000円～上限30,000円
○雨水浸透施設（上限あり）
　①既存建築物
　　雨水浸透施設設置工事費の全額を助成
　②新築・増築建築物
　　雨水浸透施設設置工事費の1/2を助成

北北九九州州市市

○雨水タンク

○購入価格（消費税の額を含む。）の２／３
（ただし上限20,000円）

―164―



1

35

H25 R6

H26 R3

L=16,528

 149

L=6,255m

( 58

 

  

　下水道の地震対策としては､阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ平成９年に耐震設計基準が見直されたほ
か､ 新潟県中越地震での甚大な施設被害の発生を受けて､平成17年に下水道法施行令の改正による構造
基準の制定､さらに東北地方太平洋沖地震の教訓をいかして､平成26年に津波対策の基本的な考え方が示
されており､これらに基づいて施設整備を進めてきている。
　大規模な地震時でも､生活空間での汚水の滞留や未処理下水の流出に伴う感染症の発生､浸水被害の
発生を防止するとともにトイレ機能の確保を図る等､下水道の有すべき機能を維持するため､下水道施設の
地震対策は重要であるが､十分に進んでいないのが現状である。
　そこで､重要な下水道施設の耐震化を図る｢防災｣と､被災を想定して被害の最小化を図る｢減災｣を組み
合わせた総合的な地震対策を推進するための事業制度として､平成21年度より｢下水道総合地震対策事業｣ 
が創設された。
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　近年､全国の都市において内水被害が頻発しており､市民生活や経済活動への甚大な影響が発生してい
ることから､下水道による大規模な再度災害防止対策や河川事業と連携した内水対策を計画的 ･ 集中的に
支援するための個別補助事業として､令和元年度に｢下水道床上浸水対策事業｣及び｢事業間連携下水道
事業｣が創設された。
　｢下水道床上浸水対策事業｣では､駅の周辺地区に代表される浸水被害リスクが高い都市機能集積地区
における下水道による浸水対策を､｢事業間連携下水道事業｣では､内水浸水の実績がある地区､内水による
重要施設の被害が想定される地区において河川事業と一体的に下水道による浸水対策をそれぞれ概ね５
年で計画的 ･ 集中的に実施することにより､浸水に対する安全度を早急に高めることを目的としている。
　また､令和2年度からは､計画的な施設整備や適切な機能確保を図るため､雨水処理を担う大規模な下水
道施設の設置又は改築を集中的に支援する｢大規模雨水処理施設整備事業｣が創設され､個別補助制度に
よる支援が強化された。

　雨水貯留浸透施設を設置することで、貯めた雨水の有効活用ができたり、又、雨水を地中に浸透させるこ
とで、雨水流出抑制に効果がある。
　個人住宅等に設置する貯留タンクや雨水浸透ます等の施設に対して、地方公共団体が住民等に設置費
用を助成する場合、国が地方公共団体に対して支援を実施。（新世代下水道支援事業）
　県内では4つの市で助成制度を設けている。
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ⅣⅣ－－３３　　地地震震対対策策

　　○○地地震震対対策策にに係係るる事事業業

　　　　◇◇  ここれれままででのの福福岡岡県県ににおおけけるる実実施施事事例例（（政政令令市市をを除除くく））

　下水道の地震対策としては、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ平成９年に耐震設計基準が見直されたほか、

新潟県中越地震での甚大な施設被害の発生を受けて平成１７年に下水道法施行令の改正による構造基準の制

定、さらに東北地方太平洋沖地震の教訓をいかして、平成２６年に津波対策の基本的な考え方が示されてお

り、これらに基づいて施設整備を進めてきている。また、令和６年度能登半島地震の教訓を踏まえ、上下水道

一体となった地震対策を推進するため、「上下水道耐震化計画」の策定を行ったところである。

　大規模な地震時でも、生活空間での汚水の滞留や未処理下水の流出に伴う感染症の発生、浸水被害の発生を

防止するとともにトイレ機能の確保を図る等、下水道の有すべき機能を維持するため、下水道施設の地震対策

は重要であるが、十分に進んでいないのが現状である。

　そこで、防災・減災を組み合わせた総合的な地震対策を推進するための事業制度として、平成21年度より

「下水道総合地震対策事業」が創設された。その後、終末処理場（揚水・沈殿・消毒施設）、流域下水道のポ

ンプ施設及び管路、流域下水道以外の終末処理場直前の合流地点以降のポンプ施設及び管路の耐震化事業制度

として、令和７年度より「下水道基幹施設震対策事業」が創設された。

　なお、令和６年度までに策定済みの「下水道総合地震対策計画」に基づく事業については、計画期間内のみ

国の交付金制度の補助対象となっている。

　　　　　　　　　　　　　　上上下下水水道道耐耐震震化化ののイイメメーージジ

　上下水道管路の一体的な耐震化

・上下水道システムの「急所」の耐震化

・災害拠点病院、避難所、防災拠点などの「重要施設」に接続する

雨雨水水貯貯留留施施設設 啓啓発発ポポススタターー

自治体名
開始

年度

完了

年度

久留米市 H25 Ｒ9

岡垣町 H2６ Ｒ３

事業概要

処理施設の耐震化（１
式）

【処理施設】

（耐震化）管理棟、汚泥処理棟

・管路施設、処理施設、
ポンプ施設の耐震化（１

式）
・マンホールトイレ設置

（100人/基）

概  要

【管路施設】

管渠の耐震化L=16,017ｍ

マンホールの浮上防止　115基

【処理施設（耐震化）】

〇中央浄化センター

管理棟、沈砂池、ポンプ棟、水処理施設、管廊、放流

渠、吐口、ネットワーク管、汚泥処理施設

〇南部浄化センター

管理棟、自家発棟、ポンプ棟、沈砂池棟、水処理施

設、塩素混和池棟、放流渠、吐口、管廊、汚泥処理施

設

【ポンプ施設（耐震化）】

汚水Ｐ場５箇所（櫛原、長門石、大善寺、小森野、若

松）、雨水Ｐ場１箇所（篠山）

【その他施設】

（出典：国土交通省HP）

　　○○浸浸水水対対策策にに係係るる個個別別補補助助事事業業

◇◇  福福岡岡県県内内市市町町のの浸浸水水対対策策にに係係るる個個別別補補助助事事業業実実績績（（政政令令市市をを除除くく））

事業名 自治体名 実施箇所 事業概要
開始
年度

完了
年度

大規模雨水処理
施設整備事業

行橋市
東部

ポンプ場

・雨水ポンプ場の建替
　　　排除面積96ha
　　　排水能力478m3/分

R2 R10

大規模雨水処理施
設整備事業

久留米市 筒川排水区

排水面積　約514ha

・排水ポンプ場

　 計画放流量34m
3
/s

 （既存放流量28m
3
/s）

・放水路、排水機場

・バイパス水路整備

・雨水貯留施設

Ｒ4 Ｒ12

下水道床上浸水対
策事業

久留米市
金丸川・池

町川
流域内地区

排水面積　約98ha

・雨水幹線

　 金丸５号　590m

　 京町　　　580m

・ポンプ設備(金丸５号)

　 排水能力　1m
3
/s

・ゲートポンプ

　 排水能力　1m
3
/s

・逆流防止ゲート　3箇所

Ｒ4 Ｒ8

下水道床上浸水対
策事業

久留米市
下弓削川・

江川
流域内地区

排水面積　約56ha

・雨水貯留施設

　 久留米大学 21,800m
3

　 御幣島公園   4,800m
3

・フラップゲート　3箇所

Ｒ4 Ｒ5

大規模雨水処理施
設整備事業

大牟田市
中部排水区

合流管渠の改築　N=1式 Ｒ6 Ｒ10

　　○○雨雨水水浸浸透透施施設設設設置置にに対対すするる助助成成制制度度ににつついいてて

当該地区では、令和元年７月豪雨により、甚大な内水浸水被害が発生した。
排水ポンプ場の増設等を行い、令和元年7月豪雨と同規模の降雨
（90mm/h）に対して浸水被害の軽減を図るもの。

　近年、全国の都市において内水被害が頻発しており、市民生活や経済活動への甚大な影響が発生しているこ
とから、下水道による大規模な再度災害防止対策や河川事業と連携した内水対策を計画的・集中的に支援する
ための個別補助事業として、令和元年度に「下水道床上浸水対策事業」及び「事業間連携下水道事業」が創設
された。
　「下水道床上浸水対策事業」では、駅の周辺地区に代表される浸水被害リスクが高い都市機能集積地区にお
ける下水道による浸水対策を、「事業間連携下水道事業」では、内水浸水の実績がある地区、内水による重要
施設の被害が想定される地区において河川事業と一体的に下水道による浸水対策をそれぞれ概ね５年で計画
的・集中的に実施することにより、浸水に対する安全度を早急に高めることを目的としている。
　また、令和２年度からは、計画的な施設整備や適切な機能確保を図るため、雨水処理を担う大規模な下水道
施設の設置又は改築を集中的に支援する「大規模雨水処理施設整備事業」が創設され、個別補助制度による支
援が強化された。

概  要

供用開始から45年が経過し施設の老朽化が進行している雨水ポンプ場につい
て、適切な雨水排水機能を確保し、引き続き浸水被害の防止を図るため、建
替を行うもの。

当該地区では、平成30年７月豪雨により、甚大な内水浸水被害が発生した。
雨水幹線等の整備を行い、66.4mm/hの降雨に対して浸水被害の軽減を図る
もの。

当該地区では、平成30年７月豪雨により、甚大な内水浸水被害が発生した。
雨水貯留施設の整備等を行い、66.4mm/hの降雨に対して浸水被害の軽減を
図るもの。

下水道整備に着手して60年以上が経過しており、早期に整備した合流管渠の
幹線や枝線の雨水排水施設の老朽化が進行しており、老朽化に伴う道路陥没
を未然に防止し、適切な機能確保を図り浸水被害を防止と、集中的な雨水排
水施設の改築を図るもの。

 雨水貯留浸透施設を設置することで、貯めた雨水の有効活用ができたり、又、雨水を地中に浸透させること
で、雨水流出抑制に効果がある。
 個人住宅等に設置する貯留タンクや雨水浸透ます等の施設に対して、地方公共団体が住民等に設置費用を助成
する場合、国が地方公共団体に対して支援を実施。（新世代下水道支援事業）
 県内では4つの市で助成制度を設けている。

福福岡岡市市

助助成成内内容容

筑筑紫紫野野市市

助助成成のの対対象象 ○雨水貯留タンク

○雨水貯留タンクの購入価格の1/2
（ただし上限30,000円）

市市町町村村名名

○雨水貯留タンク
○雨水浸透施設

久久留留米米市市

○雨水貯留タンク

○購入価格と設置費用の合計額の1/2
（ただし上限30,000円）

○雨水貯留タンク購入代金の1/2を助成
　上限15,000円～上限30,000円
○雨水浸透施設（上限あり）
　①既存建築物
　　雨水浸透施設設置工事費の全額を助成
　②新築・増築建築物
　　雨水浸透施設設置工事費の1/2を助成

北北九九州州市市

○雨水タンク

○購入価格（消費税の額を含む。）の２／３
（ただし上限20,000円）

Ⅳ－３　地震対策

○地震対策に係る事業
　下水道の地震対策としては、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ平成９年に耐震設計基準が見直されたほ
か、新潟県中越地震での甚大な施設被害の発生を受けて平成１７年に下水道法施行令の改正による構造基
準の制定、さらに東北地方太平洋沖地震の教訓をいかして、平成２６年に津波対策の基本的な考え方が示さ
れており、これらに基づいて施設整備を進めてきている。また、令和６年度能登半島地震の教訓を踏まえ、上
下水道一体となった地震対策を推進するため、「上下水道耐震化計画」の策定を行ったところである。
　大規模な地震時でも、生活空間での汚水の滞留や未処理下水の流出に伴う感染症の発生、浸水被害の
発生を防止するとともにトイレ機能の確保を図る等、下水道の有すべき機能を維持するため、下水道施設の
地震対策は重要であるが、十分に進んでいないのが現状である。
　そこで、防災・減災を組み合わせた総合的な地震対策を推進するための事業制度として、平成 2 1年度より
「下水道総合地震対策事業」が創設された。その後、終末処理場（揚水・沈殿・消毒施設）、流域下水道のポン
プ施設及び管路、流域下水道以外の終末処理場直前の合流地点以降のポンプ施設及び管路の耐震化事
業制度として、令和７年度より「下水道基幹施設震対策事業」が創設された。
　なお、令和６年度までに策定済みの「下水道総合地震対策計画」に基づく事業については、計画期間内の
み国の交付金制度の補助対象となっている。
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H11 H19

H19 H21

H20 H21

H24 H29

H11 H19

H19 H21

H20 H21

H24 H29

　下水道事業のマネジメントサイクルの確立にあたっては、下水道施設に関する施設情報や維持管理情報
等をデジタル化し、施設状態の把握やリスク評価等に利用が可能なようにしておくことが重要である。また、
台帳情報等を電子化しておくことで、日常の業務の効率化にも繋がる。
　そこで、管路施設に係る施設情報や維持管理情報をデジタル化するため、令和4年度に「下水道情報デ
ジタル化支援事業」が創設された。なお、令和8年度までの事業であるため、留意が必要である。
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H11 H19

H19 H21

H20 H21

H24 H29

  

H11 H19

H19 H21

H20 H21

H24 H29

　合流式下水道を採用している都市において、一定期間に合流式下水道の改善対策を緊急的かつ集中的
に実施する合流式下水道緊急改善事業が平成１４年度に創設された。その後、平成１５年に下水道法施行
令が改正され、合流式下水道についても、雨天時に下水を公共用水域に放流する吐口からの放流水量を
減少させること、雨水の影響が大きい時の放流水の水質を分流式下水道の雨水水質と同程度の水質にす
ること等が規定され、原則、平成２５年度（処理区域面積が大きい場合は令和５年度）までに対策を完了する
ことが義務付けられた。
◇福岡県における対象自治体
Ｈ25までに完了：大牟田市、飯塚市、古賀市、新宮町
Ｒ5までに完了：福岡市、北九州市
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H11 H19

H19 H21

H20 H21

H24 H29

H11 H19

H19 H21

H20 H21

H24 H29

　下水道事業のマネジメントサイクルの確立にあたっては、下水道施設に関する施設情報や維持管理情報
等をデジタル化し、施設状態の把握やリスク評価等に利用が可能なようにしておくことが重要である。また、
台帳情報等を電子化しておくことで、日常の業務の効率化にも繋がる。
　そこで、管路施設に係る施設情報や維持管理情報をデジタル化するため、令和4年度に「下水道情報デ
ジタル化支援事業」が創設された。なお、令和8年度までの事業であるため、留意が必要である。
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DBO

久留米市：水環境創造事業（水循環再生型）

新宮町：水環境創造事業（水循環再生型）
新宮町中央浄化センター

御笠川那珂川流域：機能高度化促進事業

乾燥機棟 油圧減圧式乾燥機

飯塚市　水環境創造事業（水循環再生型）
下水道事業計画区域（各戸への補助金）
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　新宮町：水環境創造事業（水循環再生型） 飯塚市　水環境創造事業（水循環再生型）

　新宮町中央浄化センター 下水道事業計画区域（各戸への補助金）

　　　　流流域域下下水水道道

新世代下水道
支援事業名

自治体名 箇所名 処理場名
開始
年度

完了
年度

機能高度化促進事業
(新技術活用型) 福岡県

御笠川那珂川
流域下水道 御笠川浄化センター H18 H22

　　御笠川那珂川流域：機能高度化促進事業

　　　　油圧減圧式乾燥機

　久留米市：水環境創造事業（水循環再生型）

概  要

下水の汚泥処理に「油温減圧式乾燥技術」を導入し、脱水汚泥の減
容化、汚泥のセメント製造過程における助燃材化等の再利用等の、
汚泥再利用の実用化研究を図る。

乾燥機棟
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DBO

福岡市：西部水処理センター　下水汚泥固形燃料化施設

御笠川那珂川流域：御笠川浄化センター　下水汚泥固形燃料化施設

民設民営事業は、下水処理施設等において、土地等を民間事業者に貸し出し、収益施設等の併設
事業を行い、地方公共団体が賃貸料等を受領する官民連携事業である。 
　福岡県御笠川那珂川流域下水道御笠川浄化センターでは、下水の処理過程で発生する消化ガス
の内、処理場内で使用しない消化ガスを利用した民設民営の消化ガス発電事業を行っている。
　これは、公募型プロポーザル方式により選定された民間事業者が消化ガス発電を行い、固定価格
買取制度（ＦＩＴ制度）を利用し２０年間にわたり電気事業者へ電気を売却する。
　流域下水道管理者は、消化ガスの売却益と発電施設の借地料を得ることができ、これらを処理場
の維持管理費に充てることができる。
　本事業の発電量は年間約600万 KWhであり、これは一般家庭で約2,000世帯分の消費電力に相当
する。これにより、電力会社が化石燃料等を用いて発電する際に発生する温室効果ガス年間約2,800
トンの削減が見込まれている。
再生可能エネルギーである消化ガスを有効利用することで、温室効果ガス削減に向けた地球温

暖化対策の一環として有効利用が期待されている。
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DBO

久留米市：水環境創造事業（水循環再生型）

新宮町：水環境創造事業（水循環再生型）
新宮町中央浄化センター

御笠川那珂川流域：機能高度化促進事業

乾燥機棟 油圧減圧式乾燥機

飯塚市　水環境創造事業（水循環再生型）
下水道事業計画区域（各戸への補助金）
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　新宮町：水環境創造事業（水循環再生型） 飯塚市　水環境創造事業（水循環再生型）

　新宮町中央浄化センター 下水道事業計画区域（各戸への補助金）

　　　　流流域域下下水水道道

新世代下水道
支援事業名

自治体名 箇所名 処理場名
開始
年度

完了
年度

機能高度化促進事業
(新技術活用型) 福岡県

御笠川那珂川
流域下水道 御笠川浄化センター H18 H22

　　御笠川那珂川流域：機能高度化促進事業

　　　　油圧減圧式乾燥機

　久留米市：水環境創造事業（水循環再生型）

概  要

下水の汚泥処理に「油温減圧式乾燥技術」を導入し、脱水汚泥の減
容化、汚泥のセメント製造過程における助燃材化等の再利用等の、
汚泥再利用の実用化研究を図る。

乾燥機棟
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Ⅳ－７　広域化・共同化等
下水道広域化推進総合事業

　下水道をはじめとする汚水処理施設の事業運営は、人口減少に伴う使用料収入の減少や、職員数の減少、施
設老朽化に伴う大量更新期の到来等により、その経営環境は厳しさを増しており、より一層の効率的な事業運営
が求められている。このことから、平成３０年１月に国土交通省、総務省、農林水産省、環境省の関係４省が連名に
て、全ての都道府県における令和４年度までの「広域化・共同化計画」策定を要請した。
　このような中、下水道をはじめとする各種汚水処理施設の広域化・共同化の取組促進による事業効率化を図る
ため、計画策定から事業実施まで一体的に支援する「下水道広域化推進総合事業」が平成３０年度に創設された。

下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）
　近年多発する集中豪雨への対応、増加する老朽化施設の適切な維持管理・更新・下水道経営を改善
するための省エネ等によるコスト縮減、下水道の有する資源・エネルギーの有効利用による循環型社会の構
築や地球温暖化対策など、下水道事業が抱える様々な課題に対応するためには、新技術の開発・活用が重
要である。
　国土交通省では、国が主体となって、実規模レベルの施設を設置して技術的な検証を行い、ガイドライン
化して革新的技術の全国展開を図っていくことを目的として、平成２３年度より「下水道革新的技術実証事業
（B-DASH プロジェクト）」を実施している。

下水道脱炭素化推進事業（個別補助金）
　2050年カーボンニュートラルの方針が決定し、2030年度の温室効果ガス排出削減目標についても、2013年度比
46％へと見直しが行われた。下水道分野では2018年度実績で約600万 t-CO2の温室効果ガスを排出しており、自
治体の事務事業から排出される温室効果ガスの中で大きな割合を占めるため、下水道分野の取り組みは、温室
効果ガス排出量を削減するために重要な取り組みである。地球温暖化対策計画（2021年10月22日閣議決定）にお
いては、下水道分野において2030年度に2013年度比で208万 t-CO2の温室効果ガス排出量削減目標が位置づけ
られている。
　温室効果ガス削減効果の高い先進的な創エネルギー、N2O 削減事業を、集中的・優先的に支援し、下水道の
脱炭素化を推進するため、令和4年度の「下水道脱炭素化推進事業」が創設された。

4R3R

  

FIT

168

上下水道一体効率化・基盤強化推進事業（個別補助金）
　施設の老朽化、切迫する大地震への対応のなどの課題を抱える上下水道について、その相乗効果を発揮す
るための上下水道一体での効率化・基盤強化の取組を強力に進め、効率的で持続的な上下水道事業を実現す
ることを目的として、令和６年度に「上下水道一体効率化・基盤強化推進事業」が創設された。

―170―


